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◇非自発的失業者とは
敢平成２１年３月３１日以降に失業
された方
柑離職日時点で６５歳未満の方
桓雇用保険の「特定受給資格者」
および「特定理由離職者」の方
で雇用保険受給資格者証の離職
理由番号が以下に該当する方
①「特定受給資格者」の離職理
由番号…１１、１２、２１、２２、３１、３２
②「特定理由離職者」の離職理
由番号…２３、３３、３４
　ただし、　特 特例受給資格者、
　高 高年齢受給資格者の方は、上
記の番号であっても対象外とな
ります。
□軽減内容
　保険料の賦課において、給与
所得を１００分の３０にして算定し
ます。
□対象期間
　離職日の翌日の属する月から

その月の属する年度の翌年度末
まで
□保険料の軽減対象
　平成２２年４月分の保険料から
適用
□申請方法
　雇用保険受給資格者証、保険
証および印鑑を持参のうえ、所
定の申請用紙にご記入くださ
い。
□受付　保険年金課（田無庁舎
２階）、市民課総合窓口（保谷庁
舎１階）、各出張所
※市では、雇用保険の「特定受
給資格者」、「特定理由離職者」
の把握はできません。そのた
め、「雇用保険受給資格者証（ハ
ローワークで発行）」以外の書類
による手続きは受け付けできま
せんのでご注意ください。
◆保険年金課 　田 （札４６０－９８２２）

　国民健康保険制度は、医療費の支払いを被保険者の保険料と国や東
京都などの負担金で賄うとされています。
　西東京市国民健康保険の財政運営は、被保険者の高齢化や医療の高
度化により毎年医療給付費が増加している一方、経済不況の影響など
により保険料収入は低迷し、大変厳しい状況にあります。このような
状況の中、市の一般会計から赤字補てんを目的とした法定外繰入金を
増額して、過去３年間保険料率を据え置いていましたが、平成２２年度
の収支状況を推計したところ、大幅な財源不足が見込まれるため、不
足分の２分の１程度を一般会計からの法定外繰入金を増額し、２分の
１程度を保険料改定で賄うこととしました。平成２２年度の法定外繰入
金は、約２２億４，０００万円（対前年度比、約３億４,５００万円の増）となり、
経済危機の影響を受け、市税収入が大幅に落込んでいる市財政にとっ
て大変厳しい負担となっており、これ以上、法定外繰入金を増額する
ことは困難な状況にあります。将来にわたり、国民健康保険制度を堅
持していくため保険料を改定するものです。
　加入者の皆さんにはご負担をおかけしますが、国保財政の厳しい状
況をご理解いただき、ご協力をお願いします。
 ◆保険年金課 　田 （札４６０－９８２２）

一般会計繰入金の状況 億億億億億億 表示単位未満を四捨五入しています。

２２年度
（予算額）

２１年度
（見込み）２０年度１９年度１８年度１７年度

２８億７,８８２
万円

２４億９,４０４
万円

２０億２９２１
万円

２５億７,３７５
万円

２５億１,５４０
万円

２４億１,８９７
万円一般会計繰入金

２２億４,２５７
万円

１８億９,７３７
万円

１４億５９０２
万円

１８億８,９００
万円

１８億６,５００
万円

１７億８,５００
万円

うち、赤字補てん分
(法定外繰入金)

（注１）２０年度から７５歳以上の被保険者は、後期高齢者医療制度へ移行

※市では、出産育児一時金や保険料軽減額などの法定内繰出金のほか
に赤字補てんを目的とした法定外繰出金を繰り出して、国保財政を支
援しています。

保険料の概要 

【医療分】

増減
料率等

賦課項目
改定後改定前

０．５％賦課標準額×４．５％賦課標準額×４．０％①所得割額

△５％固定資産税額×１０％　固定資産税額×１５％　②資産割額

２,５００円被保険者数×１万７,２００円被保険者数×１万４,７００円③均等割額

２,５００円１世帯当り　１万１,８００円１世帯当り　９,３００円④平等割額

３万円４７万円４４万円賦課限度額

【後期高齢者支援金等分】

増減料率等賦課項目

（据え置き）賦課標準額　×　１．２％　⑤所得割額

（据え置き）被保険者数　×　５,３００円⑥均等割額

（据え置き）１２万円賦課限度額

【介護分】

増減料率等賦課項目

（据え置き）賦課標準額　×　１．３４％　⑦所得割額

（据え置き）被保険者数　×　１万５,１００円⑧均等割額

（据え置き）９万円賦課限度額

　国民健康保険法の改正により、保険者（市）の判断で所得が一定基
準以下の世帯に対して６割・４割の軽減割合が７割・５割・２割に拡
大できるようになりました。
□軽減の内容
医療分…均等割額と平等割額、支援金等分…均等割額、介護分…均等
割額
□軽減の基準
７割軽減…前年中の総所得金額等が、３３万円以下の世帯
５割軽減…前年中の総所得金額等が、３３万円＋〔２４万５千円×世帯主
を除いた被保険者数と旧国保被保険者数の合算数〕以下の世帯
２割軽減…前年中の総所得金額等が、３３万円＋〔３５万円×被保険者数
と旧国保被保険者数の合算数〕以下の世帯

　４月に組織改正を行い、国保徴収係を設置しました。国保に加入さ
れている皆さんに公平に保険料をご負担いただけるように、今後も徴
収強化に努めていきます。

　平成２２年度国民健康保険料納入通知書の発送は、例年どおり７月中
旬を予定しています。
特別徴収（年金天引き）の方…４月から６回（偶数月）で納入
口座振替および金融機関を利用の方…７月から８回で納入

＜口座振替＞　新たに口座振替を希望する方は、金融機関などにある
所定の様式で手続きしてください。
＜コンビニ収納＞　「平成２２年度保険料（４月～３月分）」の納付をコ
ンビニ用紙で希望する方は、７月中旬以降にお送りする納付書が届き
しだい、保険年金課までご連絡ください。

　国民健康保険料は、前年の所得額などの申告に基づき、算定されま
す。年末調整を受けた方以外は、税務署または、市民税課（田無庁舎
４階）で申告を行ってください。所得が一定基準以下であっても、申
告しないと軽減を受けることができません。

軽減割合を拡大 

徴収の強化 

納入通知書の送付 

便利な口座振替・コンビニ収納のご利用を 

収入のない方も申告を 

非自発的失業者の方
国民健康保険料の軽減手続きを

～４月から新制度スタート～


